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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータの駆動力により移動体を移動可能な本体ユニット、及び操作入力に応じて前記モ
ータを制御する制御ユニットを備え、前記モータの停止後に前記移動体が動作する場合が
あるクレーンに用いられる報知装置であって、
　前記移動体又は前記移動体に取り付けられた物品の動作を検出する動作検出ユニットと
、
　前記移動体又は前記物品が動作中である場合は、前記モータが停止しているか否かによ
らず、前記移動体又は前記物品が停止中である場合とは異なる態様の報知を行う報知ユニ
ットと、
　を備えることを特徴とする報知装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の報知装置と、前記クレーンと、を備えることを特徴とする移動システ
ム。
【請求項３】
　モータの駆動力により移動体を移動可能な本体ユニット、及び操作入力に応じて前記モ
ータを制御する制御ユニットを備える移動装置に用いられる報知装置であって、
　前記操作入力を取得する操作入力取得ユニットと、
　前記モータの動作開始を指示する操作入力を前記操作入力取得ユニットが取得した場合
、所定の報知を行うとともに、前記モータの動作停止を指示する操作入力を前記操作入力
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取得ユニットが取得した時点から、予め設定された時間が経過するまで、前記所定の報知
を継続する報知ユニットと、
　を備えることを特徴とする報知装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の報知装置と、前記移動装置と、を備えることを特徴とする移動システ
ム。
【請求項５】
　前記報知装置は、画像を表示することで報知を行うことを特徴とする請求項１又は３に
記載の報知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は報知装置及び移動システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天井クレーン等の３次元移動装置が知られている（特許文献１参照）。３次元移
動装置は、３次元空間内で自在に移動可能なフックを備え、そのフックに物品を吊り下げ
て、物品の移動を行う。３次元移動装置の操作者は、コントローラに対し操作入力を行う
ことで、３次元移動装置を操作する。操作入力には、停止しているフックをいずれかの方
向に移動させる移動開始の操作入力や、移動中のフックを停止させる移動停止の操作入力
等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４８１５６２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　コントローラに移動停止の操作入力をしても、フックやそれに吊り下げられた物品はす
ぐには停止しないことがある。このため、移動停止の操作入力後でも、フックや物品が操
作者に接触するおそれがある。本発明は以上の点に鑑みなされたものであり、移動装置に
関する安全性を高めることができる報知装置及び移動システムを提供することを目的とす
る。　
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の報知装置は、
　モータの駆動力により移動体を移動可能な本体ユニット、及び操作入力に応じて前記モ
ータを制御する制御ユニットを備える移動装置に用いられる報知装置であって、前記制御
ユニットから前記モータの動作情報を取得する動作情報取得ユニットと、前記モータが動
作中である場合は、前記モータが停止中である場合とは異なる態様の報知を行う報知ユニ
ットと、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　この報知装置は、モータが動作中である場合は、モータが停止中である場合とは異なる
態様の報知を行う。そのため、移動装置の操作者は、例えば、モータの停止を指示する操
作入力を行った後でも、モータが動作中（すなわち移動体が移動中）であれば、容易にそ
のことを知ることができ、操作者の安全性が向上する。
【０００７】
　本発明の第２の報知装置は、モータの駆動力により移動体を移動可能な本体ユニット、
及び操作入力に応じて前記モータを制御する制御ユニットを備える移動装置に用いられる
報知装置であって、前記移動体又は前記移動体に取り付けられた物品の動作を検出する動
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作検出ユニットと、前記移動体又は前記物品が動作中である場合は、前記移動体又は前記
物品が停止中である場合とは異なる態様の報知を行う報知ユニットと、を備えることを特
徴とする。
【０００８】
　この報知装置は、移動体又は前記物品の動作を検出し、移動体又は前記物品が動作中で
ある場合は、移動体又は前記物品が停止中である場合とは異なる態様の報知を行う。その
ため、移動装置の操作者は、例えば、モータの停止を指示する操作入力を行った後でも、
移動体又は前記物品が動作中であることを容易に知ることができ、操作者の安全性が向上
する。
【０００９】
　本発明の第３の報知装置は、
　モータの駆動力により移動体を移動可能な本体ユニット、及び操作入力に応じて前記モ
ータを制御する制御ユニットを備える移動装置に用いられる報知装置であって、前記操作
入力を取得する操作入力取得ユニットと、前記モータの動作開始を指示する操作入力を前
記操作入力取得ユニットが取得した場合、所定の報知を行うとともに、前記モータの動作
停止を指示する操作入力を前記操作入力取得ユニットが取得した時点から、予め設定され
た時間が経過するまで、前記所定の報知を継続する報知ユニットと、を備えることを特徴
とする。
【００１０】
　この報知装置は、モータの動作停止を指示する操作入力を操作入力取得ユニットが取得
した時点から、予め設定された時間が経過するまで、所定の報知を継続する。そのことに
より、操作者の安全性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】報知装置１、移動装置３、及び表示器４の電気的構成を表すブロック図である。
【図２】移動装置３の構成を表す斜視図である。
【図３】報知装置１が実行する処理を表すフローチャートである。
【図４】図４Ａは動作中表示を表す説明図であり、図４Ｂは停止中表示を表す説明図であ
る。
【図５】モータの動作と表示との関係の例を表す説明図である。
【図６】報知装置１０１、移動装置３、及び表示器４の電気的構成を表すブロック図であ
る。
【図７】報知装置１０１が実行する処理を表すフローチャートである。
【図８】報知装置２０１、移動装置３、及び表示器４の電気的構成を表すブロック図であ
る。
【図９】報知装置２０１が実行する処理を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
＜第１の実施形態＞
　１．報知装置１、移動装置３、及び表示器４の構成
　報知装置１、移動装置３、及び表示器４の構成を図１、図２に基づき説明する。報知装
置１は、移動装置３の状態に関する報知を行う装置である。報知装置１は、ＣＰＵ、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ等を備えたコンピュータである。図１に示すように、報知装置１は、機能的に
、動作情報取得ユニット５、及び報知ユニット７を備える。各ユニットの機能は後述する
。
【００１３】
　報知装置１は、表示器４を制御し、所定の表示を行わせる。表示器４は液晶ディスプレ
イを備え、画像を表示可能である。報知装置１が実行する具体的な制御については後述す
る。
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【００１４】
　移動装置３は天井クレーンである。図２に示すように、移動装置３は、走行レール９Ａ
、９Ｂ、サドル１１Ａ、１１Ｂ、クレーンガーダ１３、巻上機１５、支持ワイヤ１７、フ
ック１９、コントローラ２１、及び通信ケーブル２３を備える。
【００１５】
　走行レール９Ａ、９Ｂは、建物の天井近傍に敷設されている。走行レール９Ａ、９Ｂの
長手方向は互いに平行であり、水平面内に属する。以下では、走行レール９Ａ、９Ｂの長
手方向をＸ方向とする。
【００１６】
　サドル１１Ａは走行レール９Ａ上に設けられ、Ｘ方向に移動可能である。また、サドル
１１Ｂは走行レール９Ｂ上に設けられ、サドル１１Ａと連動して、Ｘ方向に移動可能であ
る。サドル１１Ａ、１１Ｂを移動させるための駆動源は、後述するＸ軸モータ２５である
。
【００１７】
　クレーンガーダ１３の一端はサドル１１Ａ上に固定され、他端はサドル１１Ｂ上に固定
されている。クレーンガーダ１３の長手方向は、水平面内に属する方向であって、Ｘ方向
とは直交する方向（以下ではＹ方向とする）である。サドル１１Ａ、１１Ｂ、及びクレー
ンガーダ１３は、それらが一体となって、Ｘ方向に移動可能である。
【００１８】
　巻上機１５は、Ｙ方向に沿って移動可能に、クレーンガーダ１３に取り付けられている
。巻上機１５をＹ方向に沿って移動させるための駆動源は、後述するＹ軸モータ２７であ
る。また、巻上機１５は、支持ワイヤ１７を巻き上げること、及び引き出すことが可能で
ある。支持ワイヤ１７を巻き上げたり引き出したりするための駆動源は、後述するＺ軸モ
ータ２９である。　
【００１９】
　フック１９は支持ワイヤ１７の先端に取り付けられている。巻上機１５が支持ワイヤ１
７を巻き上げるとフック１９は上方に移動し、巻上機１５が支持ワイヤ１７を引き出すと
、フック１９は下方に移動する。すなわち、フック１９は上下方向（以下ではＺ方向と呼
ぶこともある）に沿って移動可能である。フック１９は、移動させる物品を吊り下げるこ
とができる。
【００２０】
　コントローラ２１は、移動装置３を操作するための操作入力を受け付ける装置である。
コントローラ２１は複数のスイッチを備えており、特定のスイッチを特定の操作方法で操
作することで、操作入力が行われる。
【００２１】
　操作入力には、Ｘ方向移動開始、Ｘ方向移動停止、Ｙ方向移動開始、Ｙ方向移動停止、
Ｚ方向移動開始、Ｚ方向移動停止等がある。
　通信ケーブル２３は、コントローラ２１が受け付けた操作入力を表す信号を、後述する
制御ユニット３１に伝達する。
【００２２】
　以上の構成を有する移動装置３は、フック１９を、Ｘ方向、Ｙ方向、及びＺ方向に沿っ
てそれぞれ独立に移動させることができる。すなわち、走行レール９Ａ、９Ｂ上でサドル
１１Ａ、１１ＢをＸ方向に移動させることにより、フック１９をＸ方向に移動させること
ができる。また、クレーンガーダ１３上で巻上機１５をＹ方向に移動させることにより、
フック１９をＹ方向に移動させることができる。また、巻上機１５が支持ワイヤ１７を巻
き上げるか、引き出すことにより、フック１９をＺ方向に移動させることができる。
【００２３】
　コントローラ２１への操作入力と、フック１９の移動との関係は以下のようになる。フ
ック１９がＸ方向において停止しているとき、Ｘ方向移動開始の操作入力があると、Ｘ軸
モータ２５が始動し、フック１９はＸ方向での移動を開始する。その後、Ｘ方向での移動
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中に、Ｘ方向移動停止の操作入力があると、その操作入力から数秒後、Ｘ方向での移動は
停止する。なお、Ｘ方向移動停止の操作入力から、停止までの数秒の時間差は、Ｘ軸モー
タ２５が減速し、停止するまでに要する時間に起因する。
【００２４】
　また、フック１９がＹ方向において停止しているとき、Ｙ方向移動開始の操作入力があ
ると、Ｙ軸モータ２７が始動し、フック１９はＹ方向での移動を開始する。その後、Ｙ方
向での移動中に、Ｙ方向移動停止の操作入力があると、その操作入力から数秒後、Ｙ方向
での移動は停止する。
【００２５】
　また、フック１９がＺ方向において停止しているとき、Ｚ方向移動開始の操作入力があ
ると、Ｚ軸モータ２９が始動し、フック１９はＺ方向での移動を開始する。その後、Ｚ方
向での移動中に、Ｚ方向移動停止の操作入力があると、その操作入力から数秒後、Ｚ方向
での移動は停止する。
【００２６】
　図２に示すように、上述した表示器４は、移動装置３の上方に設けられており、画像を
表示可能な画面４Ａは下を向いている。よって、コントローラ２１を操作する操作者は、
上を向けば容易に画面４Ａを見ることができる。
【００２７】
　移動装置３の電気的な構成は図１に示すとおりである。移動装置３は、Ｘ軸モータ２５
、Ｙ軸モータ２７、Ｚ軸モータ２９、制御ユニット３１、及び上述したコントローラ２１
を備える。Ｘ軸モータ２５はサドル１１Ａ、１１ＢをＸ方向に沿って移動させる駆動源で
ある。Ｙ軸モータ２７は巻上機１５をＹ方向に沿って移動させる駆動源である。Ｚ軸モー
タ２９は巻上機１５が支持ワイヤ１７を巻き上げたり引き出したりするための駆動源であ
る。
【００２８】
　制御ユニット３１は、コントローラ２１が受け付けた操作入力に応じてＸ軸モータ２５
、Ｙ軸モータ２７、及びＺ軸モータ２９を制御する。制御ユニット３１は、Ｘ軸用インバ
ータ３３、Ｙ軸用インバータ３５、Ｚ軸用インバータ３７を備える。Ｘ軸用インバータ３
３はＸ軸モータ２５の制御に用いられる。Ｙ軸用インバータ３５はＹ軸モータ２７の制御
に用いられる。Ｚ軸用インバータ３７はＺ軸モータ２９の制御に用いられる。
【００２９】
　コントローラ２１への操作入力と、各モータの動作との関係は以下のようになる。Ｘ軸
モータ２５が停止しているとき、Ｘ方向移動開始の操作入力があると、Ｘ軸モータ２５は
始動する。その後、回転数を徐々に増加し、回転数が予め設定された上限値に達すると、
その上限値を維持する。その後、Ｘ方向移動停止の操作入力があると、回転数を徐々に減
少させ、Ｘ方向移動停止の操作入力から数秒後、Ｘ軸モータ２５は停止する。なお、Ｘ方
向移動停止の操作入力から、停止までの数秒の時間差は、Ｘ軸モータ２５の回転数が減少
し、停止するまでに要する時間に起因する。
【００３０】
　また、Ｙ軸モータ２７が停止しているとき、Ｙ方向移動開始の操作入力があると、Ｙ軸
モータ２７は始動する。その後、回転数を徐々に増加し、回転数が予め設定された上限値
に達すると、その上限値を維持する。その後、Ｙ方向移動停止の操作入力があると、回転
数を徐々に減少させ、Ｙ方向移動停止の操作入力から数秒後、Ｙ軸モータ２７は停止する
。
【００３１】
　また、Ｚ軸モータ２９が停止しているとき、Ｚ方向移動開始の操作入力があると、Ｚ軸
モータ２９は始動する。その後、回転数を徐々に増加し、回転数が予め設定された上限値
に達すると、その上限値を維持する。その後、Ｚ方向移動停止の操作入力があると、回転
数を徐々に減少させ、Ｚ方向移動停止の操作入力から数秒後、Ｚ軸モータ２９は停止する
。
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【００３２】
　Ｘ軸用インバータ３３は、Ｘ軸モータ２５の動作情報を、報知装置１の動作情報取得ユ
ニット５に出力する。ここで、動作情報とは、モータが動作中である（回転数が０ではな
い）か停止中であるかを表す情報である。また、Ｙ軸用インバータ３５は、Ｙ軸モータ２
７の動作情報を動作情報取得ユニット５に出力する。また、Ｚ軸用インバータ３７は、Ｚ
軸モータ２９の動作情報を動作情報取得ユニット５に出力する。
【００３３】
　なお、フック１９は移動体の一例である。また、走行レール９Ａ、９Ｂ、サドル１１Ａ
、１１Ｂ、クレーンガーダ１３、巻上機１５、支持ワイヤ１７、フック１９、Ｘ軸モータ
２５、Ｙ軸モータ２７、及びＺ軸モータ２９は本体ユニットの一例である。また、報知装
置１と移動装置３との組み合わせは、移動システムの一例である。
【００３４】
　なお、図２では、移動装置３の電気的構成（制御ユニット３１、Ｘ軸用インバータ３３
、Ｙ軸用インバータ３５、Ｚ軸用インバータ３７、Ｘ軸モータ２５、Ｙ軸モータ２７、Ｚ
軸モータ２９）の記載を便宜上省略している。これらの電気的構成は、図２において、適
宜選択した場所に配置することができる。
【００３５】
　２．報知装置１が実行する処理
　報知装置１が所定時間ごとに繰り返し実行する処理を図３、図４に基づき説明する。図
３のステップ１において、動作情報取得ユニット５は、Ｘ軸用インバータ３３からＸ軸モ
ータ２５の動作情報を取得し、Ｙ軸用インバータ３５からＹ軸モータ２７の動作情報を取
得し、Ｚ軸用インバータ３７からＺ軸モータ２９の動作情報を取得する。
【００３６】
　ステップ２において、報知ユニット７は、前記ステップ１で取得した動作情報の中に、
モータが動作中であることを表す動作情報が１つでもあるか否かを判断する。モータが動
作中であることを表す動作情報が１つでもある場合はステップ３に進み、それ以外の場合
はステップ４に進む。
【００３７】
　ステップ３では、報知ユニット７は、表示器４に動作中表示を行う。動作中表示とは、
図４Ａに示すように、その時点でフック１９が移動している方向を示す矢印の表示である
。
【００３８】
　ステップ４では、報知ユニット７は、表示器４に停止中表示を行う。停止中表示とは、
図４Ｂに示すように、何の事物も現れていない表示である。停止中表示と、上述した動作
中表示とは、異なる態様の表示である。
【００３９】
　３．報知装置１が奏する効果
　（１Ａ）報知装置１は、Ｘ方向移動停止の操作入力があった後でも、Ｘ軸モータ２５の
動作中（フック１９がＸ方向に移動している間）は動作中表示を行う。そのため、移動装
置３の操作者は、Ｘ方向移動停止の操作入力があった後でも、フック１９がＸ方向に移動
中であることを容易に知ることができ、操作者の安全性が向上する。
【００４０】
　このことを図５に示す事例において説明する。この事例では、時刻ｔ１以前は、Ｘ軸モ
ータ２５は停止していた。時刻ｔ１にＸ方向移動開始の操作入力があった。時刻ｔ１以降
、Ｘ軸モータ２５の回転数は徐々に増加し、時刻ｔ２において上限値に達し、それ以降は
上限値を維持した。その後、時刻ｔ３にＸ方向移動停止の操作入力があった。時刻ｔ３以
降、Ｘ軸モータ２５の回転数は徐々に減少し、時刻ｔ４において０になった。時刻ｔ４以
降、Ｘ軸モータ２５は停止していた。
【００４１】
　上記の事例において、報知装置１は、時刻ｔ１から時刻ｔ４まで、動作中表示を行う。
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動作中表示を行う期間には、Ｘ方向移動停止の操作入力があった時刻ｔ３以降も含まれる
。よって、移動装置３の操作者は、時刻ｔ３以降も、表示器４に表示された動作中表示に
より、フック１９がＸ方向に移動していることを知ることができる。その結果、操作者の
安全性が向上する。
【００４２】
　また、報知装置１は、Ｙ方向移動停止の操作入力があった後でも、Ｙ軸モータ２７の動
作中（フック１９がＹ方向に移動している間）は動作中表示を行う。そのため、操作者の
安全性が向上する。
【００４３】
　また、報知装置１は、Ｚ方向移動停止の操作入力があった後でも、Ｚ軸モータ２９の動
作中（フック１９がＺ方向に移動している間）は動作中表示を行う。そのため、操作者の
安全性が向上する。
【００４４】
　（１Ｂ）報知装置１は、Ｘ軸用インバータ３３、Ｙ軸用インバータ３５、及びＺ軸用イ
ンバータ３７から動作情報を取得する。そのことにより、動作情報を容易に取得すること
ができる。
【００４５】
　（１Ｃ）報知装置１は、動作中表示及び停止中表示の画像を表示器４に表示する。その
ことにより、操作者は表示の内容を容易に理解することができる。
＜第２の実施形態＞
　１．報知装置１０１、移動装置３、及び表示器４の構成
　報知装置１０１、移動装置３、及び表示器４の構成を図６に基づき説明する。移動装置
３、及び表示器４の構成は前記第１の実施形態と同様である。
【００４６】
　報知装置１０１の構成は基本的には前記第１の実施形態の報知装置１と同様であるが、
一部において相違する。以下では、その相違点を中心に説明する。報知装置１０１は、機
能的に、動作検出ユニット３９、及び報知ユニット７を備える。動作検出ユニット３９は
、センサ４１から検出結果を取得する。センサ４１は、フック１９の動作を検出するセン
サである。センサ４１で検出するフック１９の動作は、一定の方向への移動であってもよ
いし、振り子運動であってもよいし、ランダムな運動であってもよい。また、センサ４１
で検出するフック１９の動作は、Ｘ方向の動き、Ｙ方向の動き、Ｚ方向の動き、いずれか
の２次元平面内での動き、３次元空間内の動きのいずれであってもよい。また、センサ４
１で検出するフック１９の動作は、各モータが停止した後の支持ワイヤ１７の揺れによる
動作であってもよいし、いずれかのモータが未だ停止していないときの動作であってもよ
い。
【００４７】
　センサ４１としては、例えば、レーザ距離計、フォトセンサ、加速度センサ、モーショ
ンセンサ等を用いることができる。レーザ距離計、フォトセンサの場合は、フック１９以
外の部材であって、固定された部材に取り付けることができる。また、加速度センサ、モ
ーションセンサの場合は、フック１９に取り付けることができる。各ユニットの具体的な
機能は後述する。
【００４８】
　２．報知装置１０１が実行する処理
　報知装置１０１が所定時間ごとに繰り返し実行する処理を図７に基づき説明する。図７
のステップ１１では、動作検出ユニット３９が、センサ４１の検出結果を取得する。セン
サ４１の検出結果は、フック１９の動作を表す情報である。
【００４９】
　ステップ１２では、報知ユニット７が、前記ステップ１１で取得したセンサ４１の検出
結果から、フック１９が動作中であるか否かを判断する。フック１９が動作中である場合
はステップ１３に進み、停止中である場合はステップ１４に進む。
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【００５０】
　ステップ１３では、報知ユニット７は、表示器４に動作中表示を行う。動作中表示の内
容は前記第１の実施形態と同様である。
　ステップ１４では、報知ユニット７は、表示器４に停止中表示を行う。停止中表示の内
容は前記第１の実施形態と同様である。
【００５１】
　３．報知装置１０１が奏する効果
　報知装置１０１は、前記第１の実施形態の効果（１Ｃ）に加え、さらに以下の効果も奏
する。
【００５２】
　（２Ａ）報知装置１０１は、センサ４１を用いてフック１９の動作を検出し、フック１
９が動作中である場合は、動作中表示を行う。そのため、報知装置１０１は、Ｘ方向移動
停止、Ｙ方向移動停止、Ｚ方向移動停止の操作入力があった後でも、フック１９が動作中
であれば、動作中表示を行う。その結果、移動装置３の操作者は、フック１９が動作中で
あることを容易に知ることができ、操作者の安全性が向上する。
＜第３の実施形態＞
　１．報知装置２０１、移動装置３、及び表示器４の構成
　報知装置２０１、移動装置３、及び表示器４の構成を図８に基づき説明する。移動装置
３、及び表示器４の構成は前記第１の実施形態と同様である。
【００５３】
　報知装置２０１の構成は基本的には前記第１の実施形態の報知装置１と同様であるが、
一部において相違する。以下では、その相違点を中心に説明する。報知装置２０１は、機
能的に、操作入力取得ユニット４３、及び報知ユニット７を備える。操作入力取得ユニッ
ト４３は、コントローラ２１から操作入力を取得する。また、操作入力取得ユニット４３
は、Ｘ軸用インバータ３３からＸ軸モータ２５の動作情報を取得し、Ｙ軸用インバータ３
５からＹ軸モータ２７の動作情報を取得し、Ｚ軸用インバータ３７からＺ軸モータ２９の
動作情報を取得する。
【００５４】
　２．報知装置２０１が実行する処理　
　報知装置２０１が所定時間ごとに繰り返し実行する処理を図９に基づき説明する。図９
のステップ２１では、操作入力取得ユニット４３が、コントローラ２１から操作入力を取
得する。
【００５５】
　ステップ２２では、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のうち少なくともいずれかの方向において
、オンの状態であるか否かを報知ユニット７が判断する。ここで、Ｘ方向においてオンの
状態とは、既にＸ方向移動開始の操作入力があり、その後、Ｘ方向移動停止の操作入力は
未だない状態（フック１９がＸ方向に移動している状態）を意味する。また、Ｙ方向にお
いてオンの状態とは、既にＹ方向移動開始の操作入力があり、その後、Ｙ方向移動停止の
操作入力は未だない状態（フック１９がＹ方向に移動している状態）を意味する。また、
Ｚ方向においてオンの状態とは、既にＺ方向移動開始の操作入力があり、その後、Ｚ方向
移動停止の操作入力は未だない状態（フック１９がＺ方向に移動している状態）を意味す
る。
【００５６】
　いずれかの方向においてオンの状態である場合はステップ２４に進み、それ以外の場合
はステップ２３に進む。
　ステップ２３では、報知ユニット７が、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のうち少なくともいず
れかの方向において、以下の条件が成立するか否かを判断する。
【００５７】
　条件：“移動停止の操作入力があった時点から、予め設定された時間は未だ経過してい
ない。”
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　なお、上記の予め設定された時間は、移動停止の操作入力があった時点から、モータが
停止するまでに要する時間Ｔと同じか、それよりも長くすることが好ましい。時間Ｔが状
況により変化する場合は、上記の予め設定された時間も、時間Ｔに応じて変化させること
ができる。
【００５８】
　Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のうち少なくともいずれかの方向において上記の条件が成立す
る場合はステップ２４に進み、それ以外の場合はステップ２５に進む。
　ステップ２４では、報知ユニット７は、表示器４に動作中表示を行う。動作中表示の内
容は前記第１の実施形態と同様である。
【００５９】
　ステップ２５では、報知ユニット７は、表示器４に停止中表示を行う。停止中表示の内
容は前記第１の実施形態と同様である。
　３．報知装置２０１が奏する効果
　報知装置２０１は、前記第１の実施形態の効果（１Ｃ）に加え、さらに以下の効果も奏
する。
【００６０】
　（３Ａ）移動停止の操作入力があった後、しばらくはモータが動作を続け、フック１９
の移動が継続することがある。また、移動停止の操作入力があった後、巻上機１５が停止
したとしても、フック１９や、それに吊り下げられた物体が揺れている場合がある。
【００６１】
　報知装置２０１は、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のうち少なくともいずれかの方向において
、“移動停止の操作入力があった時点から、予め設定された時間は未だ経過していない。
”という条件が成立する場合は、動作中表示を行う。すなわち、報知装置２０１は、移動
停止の操作入力を操作入力取得ユニット４３が取得した時点から、予め設定された時間が
経過するまで、動作中表示を継続する。
【００６２】
　そのことにより、移動停止の操作入力があった後でも、フック１９や、それに吊り下げ
られた物体が揺れている可能性がある期間に動作中表示を行うことができる。その結果、
操作者の安全性が向上する。
＜その他の実施形態＞
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されること
なく、種々の形態を採り得る。
【００６３】
　（１）前記第１の実施形態において、動作情報取得ユニット５は、３つのモータのうち
一部（例えば、Ｘ軸モータ２５、Ｙ軸モータ２７、又はその両方）の動作情報を取得して
もよい。そして、その一部のモータの全てが動作中であれば、前記ステップ２で肯定判断
し、それ以外の場合は否定判断してもよい。
【００６４】
　（２）前記第２の実施形態において、センサ４１、及び動作検出ユニット３９は、フッ
ク１９ではなく、フック１９に取り付けられた物品の動作を検出してもよい。そして、そ
の物品が動作中であれば前記ステップ１２で肯定判断し、それ以外の場合は否定判断して
もよい。
【００６５】
　（３）前記第３の実施形態の前記ステップ２２において、オンの状態であるか否かを判
断するのは、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向の動きのうち、一部であってもよい。そして、その
一部がオンであれば肯定判断し、それ以外の場合は否定判断してもよい。
【００６６】
　（４）前記第１～第３の実施形態において、制御ユニット３１は、インバータ以外の構
成（例えばマグネットコンタクタ等）によりモータを制御してもよい。
　（５）前記第１～第３の実施形態において、動作中表示、停止中表示は適宜設定するこ
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とができる。例えば、動作中表示は、「動作中」、「移動中」、「危険」、「注意」のよ
うな文字を表示するものであってもよいし、光が点滅するものであってもよいし、特定の
色を表示するものであってもよい。また、停止中表示の態様は、動作中表示と異なる態様
である限り、適宜設定できる。停止中表示と動作中表示との態様の違いとして、例えば、
文字や矢印等の有無、色の違い、輝度の違い、動画と静止画の違い等が挙げられる。
【００６７】
　また、表示器４は、画像表示に代えて、あるいは画像表示に加えて、音声や振動による
報知を行うものであってもよい。
　（６）前記第１～第３の実施形態において、移動装置３の形式は適宜選択できる。移動
装置３は、例えば、ホイスト式天井クレーン、トロリ式天井クレーン、旋回マントリル式
天井クレーン、すべり出し式天井クレーン、旋回式天井クレーン、製鉄用天井クレーン等
とすることができる。
【００６８】
　（７）前記第１～第３の実施形態において、フック１９以外の移動体を用いてもよい。
例えば、磁力により物品を吸着する移動体、真空チャックにより物品を吸着する移動体、
万力のように物品を挟んで固定する移動体等を用いることができる。
【００６９】
　（８）各実施形態の構成の全部又は一部を適宜選択して組み合わせてもよい。
　（９）上述した報知装置１、１０１、２０１、及び移動システムの他、当該移動システ
ムを構成要素とするシステム（例えば、移動システムと表示器４とを備えるクレーン作業
システム）、当該報知装置１、１０１、２０１としてコンピュータを機能させるためのプ
ログラム、移動装置３の制御ユニット３１としてコンピュータを機能させるためのプログ
ラム、これらのプログラムを記録した媒体、報知装置１、１０１、２０１の使用方法、移
動装置３の使用方法、移動システムの使用方法、クレーン作業システムの使用方法、物品
の移動方法等、種々の形態で本発明を実現することもできる。
【符号の説明】
【００７０】
１、１０１、２０１…報知装置、３…移動装置、４…表示器、４Ａ…画面、５…動作情報
取得ユニット、７…報知ユニット、９Ａ、９Ｂ…走行レール、１１Ａ、１１Ｂ…サドル、
１３…クレーンガーダ、１５…巻上機、１７…支持ワイヤ、１９…フック、２１…コント
ローラ、２３…通信ケーブル、２５…Ｘ軸モータ、２７…Ｙ軸モータ、２９…Ｚ軸モータ
、３１…制御ユニット、３３…Ｘ軸用インバータ、３５…Ｙ軸用インバータ、３７…Ｚ軸
用インバータ、３９…動作検出ユニット、４１…センサ、４３…操作入力取得ユニット 
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